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ものはございません。 

○髙橋孝夫委員長 ６番、蒲生光男委員。 

○６番 蒲生光男委員 担当者によって行動パタ

ーンがそれぞれ違うというようなふうにならな

いように、建設課としてこういうふうにするん

だというのは、一応つくっておくべきじゃない

ですかね。ちぐはぐなことになると、そのすき

間、間隙をつかれてしまうおそれもありますよ

ね。とにかくもう少しきちっとした収納体制を

とっていただくようにお願いをしたいもんだな

と思うんですよね。 

 保証人の皆さんに対しても、その方が 初、

連帯保証人でいいというふうに判こをついて入

居されますよね。ですけど、その保証人は例え

ばお亡くなりになったり、どこかに行ったりす

るケースもあるわけでしょ。そういった場合に

保証人の確認というのは定期的になされている

わけですか。Ａさんの入居者に対する保証人、

あれから２年経過しましたけども、まだ保証人

としてその認識をお持ちでいらっしゃるのかど

うだかっていうような例えば確認ですね。健在

におられるかも含めて、その点はいかがですか。 

○髙橋孝夫委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答え申し上げます。 

 連帯保証人の方が変更になった場合は本人か

ら届け出を行っていただいておりますが、こち

らから全員の方の連帯保証人を確認しておりま

せん。というのは、支払いを行っていただいた

方の連帯保証人を改めて確認はしてないという

ことです。また、滞納になった方については確

認をしてるような状態でございます。以上です。 

○髙橋孝夫委員長 ６番、蒲生光男委員。 

○６番 蒲生光男委員 ですけど、滞納になって

……。 

○髙橋孝夫委員長 あと２分。 

○６番 蒲生光男委員 ２分。滞納になってから、

保証人の確認をしたら保証人は死んで、いませ

んでしたというのでは、私は遅いと思うんです

よ。ですので、保証人として、その自覚をきち

っとお持ちでいらっしゃるかどうだかっていう

ことも必要な要件ですので、その点はどういう

ふうにあるべきかも含めて、ぜひ検討していた

だきたいと思うんですよね。 

 来年のこの時期に無事でぜひこの席にいれば、

もう一度お聞かせいただきたいと思いますので、

答弁をお願いします。 

○髙橋孝夫委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答え申し上げます。 

 先ほど委員からご指摘のあったのように督促、

催告のマニュアルについても、担当者がかわっ

ても同じようなシステムになるように検討した

いと思います。それから保証人についても、確

認するような方向で検討したいと思います。 

 なお、今度入居される方については今まで書

類を整えてもらえば、クリアしてたわけでござ

いますが、連帯保証人の方と直接お話しして、

その責務についてご理解いただいた上、入居す

る方向でもっと検討したいというふうに考えて

います。以上です。 

○髙橋孝夫委員長 ６番、蒲生光男委員。 

○６番 蒲生光男委員 終わりですよね。２点目

の質問項目について触れる時間がないもんです

から、また別の機会にさせていただきたいと思

います。 

 いずれにしても収納業務、世の中が不景気で

こういう厳しい時代になりますと、なかなか収

納率、その収納業務が大変な仕事になってくる

ということは明らかなことでありますので、ぜ

ひ継続して、全庁挙げて重要な業務であると、

課題であるということで進めていただくように

お願いをして、質問を終えたいと思います。あ

りがとうございました。 
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○髙橋孝夫委員長 次に、順位２番、議席番号７

番、佐々木謙二委員。 

○７番 佐々木謙二委員 それでは、私からは、

通告している項目は１点でございますが、順次

お聞きをしていきますので、答弁よろしくお願

い申し上げたいと思います。 

 まず、平成21年度の決算の内容を見させてい

ただきますと、先ほど会計管理者の方からも説

明ございましたけれども、もう１回確認して申

し上げてみますと、21年度の実質収支額が２億

2,503万7,951円になってます。前年度の実質収

支額が２億4,586万2,369円、これを差し引いた

ものが単年度の収支額ということになるわけで

ございますが、この単年度の収支額だけを見れ

ば、2,000万円ほどの赤字というふうに数字と

してはなってるわけではありますけども、会計

管理者説明で 後の方で実質収支に触れており

ますけれども、実質単年度収支を見ますと、こ

のマイナスの2,000万円に対して財政調整基金

の積み立て金１億5,009万円、それに繰上償還

分の１億7,400万円ほど、これを足して差し引

きしますと３億400万円ほどの実質の単年度の

黒字になるということの報告があったわけであ

ります。 

 この財政調整基金と繰上償還を行ったという

ことで大変私も喜んでおるんですが、調整財源

がまず一つ確保できたということが一つであり

ます。それと起債の圧縮、公債費の縮減、これ

に影響してくるということで大変喜んでおるわ

けでありまして、財政運営の健全化の成果とし

て評価はできるのではないかなというふうに思

っております。 

 ただ、監査委員のご意見に記載されておりま

すように、その原因となってるのが一つは地方

再生対策の交付税１億9,100万円ほどの交付税

の増額、それから景気雇用対策等による国、県

の支出金４億5,000万円ほどの増が大きく影響

してるんだということであります。 

 世界的な構造的な経済不況によって日本も大

きな影響を受けているわけでございまして、特

にこの地方は大変な痛手をこうむっているわけ

でございますけれども、この臨時的、一時的な

施策であると思うというふうに言われておりま

して、私もそのとおりじゃないかなというふう

に思っておりますが、今後とも行財政改革に努

力をしていただいて、先ほど来、蒲生委員から

もありましたように入る方をしっかりはかって、

そして出る方もしっかり精査をして、そしてそ

ういう基本に基づいた財政運営を行っていただ

きたいなというふうに思っているところでござ

います。 

 昨年の12月議会で、19年度の決算でなんです

が、類似団体の財政調整基金の積み立て状況に

ついて伺いました。88団体が類似団体としてあ

ったわけでありますが、10億円以上の財政調整

基金を積んでる団体が54団体、それから５億円

から10億円の団体が20団体、そして１億円から

５億円が12団体で、１億円以下は長井市と南陽

市とこうだったんですが、ただ長井市は21年度

決算で２億5,500万円ほどになってるというこ

とでありますけれども、財政課長の一般質問の

中での答弁を聞いておりますと、「標準財政規

模の５％程度を目標に」というふうな言い方を

されておりますが、私は類似団体の状況を見る

限りにおきましては、そうですね、もう少し余

裕のある財政調整基金の積み立てが必要じゃな

いかなと、こう思ってるところでございます。

標準財政規模76億円ほどですから３億5,000万

円ほどになるわけで、今年度予定しておるもの

を含めますと３億5,000万円くらいになります

し、それに合わせて答弁したのかななんていう

ふうに思ったりはしているんですが、私の感じ

としては、類似団体の状況から見て５億円から

10億円ぐらいの財政調整基金欲しいもんだなと

いうふうに思ってるもんですから、その考え方
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について市長にお聞きしたいというふうに思っ

てるんです。 

 これまで一番、財政調整基金積んだ年度って

いうのは、昨年ほどまでは市長は、「今までか

つてない１億円の財政調整基金を積んだ」とい

うふうなことを言っておったこともあったよう

ですけれども、今までで一番積んだのは平成14

年なんですよ、５億3,300万円ほど、減債基金

も含めてなんですが。そういうことも含めまし

て、私は５億円から10億円ぐらいの貯金をして

ほしいなとそう思っておるんですが、市長の考

え方をお聞きします。 

○髙橋孝夫委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 昨年の答弁については、私もちょっと言葉足

らずだったと思いますけども、意識して財政調

整基金を積んだのは初めてだと。確かに前市長

のときに５億4,000万円、3,000万円ほどでした

っけ、一時的に積んで、すぐなくったわけです

けれども、本来、財政調整基金としての機能と

して積んだんじゃないという意味で申し上げた

つもりだったんですけども、それは別といたし

まして、佐々木委員からもお話ありましたよう

に財政課長の方は標準財政規模の５％というこ

とで、そうしますと３億8,000万円ぐらいなん

ですけども、果たしてそれで十分かというと、

先ほど類似団体の例を挙げていただきましたが、

やはりもう少し目標を高く設定しなきゃいけな

いだろうというふうに思っておりまして、でき

れば５億円ぐらいをまず当面の目標として考え

ていくべきじゃないのかなと。このたびは１億

円を９月定例会の方にも上程させていただいて

おりますが、そのようにしたいと。あわせてこ

れからの健全化を図る意味で、一層推進する意

味で実質公債比率を何としても早く18％を切る

ようにしなきゃいけないと。これからの公共事

業というのはある程度必要に迫られてるものが

ありますので、起債はこれからもある程度はし

なきゃいけないんですが、できるだけ、去年、

ことしの地方交付税あるいは経済対策での国か

らの手厚い支援があったわけですけども、それ

に対して少しでも健全化を進めるような使い方

をしていくべきだなというふうに思っていると

ころでございます。 

○髙橋孝夫委員長 ７番、佐々木謙二委員。 

○７番 佐々木謙二委員 確かに平成14年のとき

は、そういう事情があってしたということはあ

ったかもしれません。そのとおりかもしれませ

んが、今の状況を見ますと、先ほども申し上げ

ましたように一時的な経済対策、施策によって

の地方交付税の増額等々があったことによって、

ことしは割合、財政運営が容易だったのではな

いかなというふうに思っておりますので、この

議論するとちょっと長くなりますのでやりませ

んけれども、今後、非常に不透明だなというふ

うに思っております。きょうは民主党の代表の

選挙ありますけれども、お二方のこれからの方

向性を聞いておりましても、二方とも大変厳し

いなという見方をせざるを得ませんので、やは

り５億円で余裕が出てくるのかどうかっていう

のはわかりませんけれども、ぜひ、そうですね、

弾力性を少しでも高めるための財政運営に努力

をしていただきたいなと申し上げておきたいと

思います。 

 それから、監査委員の監査意見、結びのまと

めのところに「これまでの行革というのは業務

の合理化、それから職員の削減による費用、歳

出の削減、量の改革に重点を置かれた改革では

なかったか」と。「メリットは、財政は好転し

つつあるけれども、市民サービスの低下が心配

される」というふうなことが文言としてござい

ました。「市民サービスの向上のためには、市

民の満足度に主眼を置く発想、それから視点が

求められる。行財政改革は量の改革と、市民が

求める質の改革が大事だ。そのためには職員の

改善策のよいアイデアには懸賞制度を設けて、
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職員のやる気を喚起することが重要ではない

か」と、こう言われております。私も大変同感

するものがあるものですから、このことを踏ま

えながら、これから先、少しお聞きをしていき

たいと思います。 

 まず、これまでの量の改革の主な内容につい

て振り返りながら検証してみたいなというふう

に思います。 

 まず一つは市債の残高を見ますと、 大時は

平成10年でございます。平成10年の市債残高は

一般会計、特別会計、それに開発公社の塩漬け

用地にかかわるヤミ起債の部分、これを含めま

すと309億3,400万円ほどになります。それが現

在、21年度の決算を見ますと、一般会計、特別

会計で233億5,500万円、開発公社はゼロという

ふうになりましたので、そのようになってます。

そうなりますと、75億7,800万円の市債の削減

に今まで努力をしてきたと、これは市民の協力

と議会も協力してきましたし、それから職員の

皆さんにもご協力いただいて、こういう取り組

みができたということだと思います。それから

職員数について見ますと、やっぱりこれも平成

10年が 大時で424名です。それが平成22年、

ことしの３月、21年度の段階ということになる

と292名で132名の減、31％の減。市債は24.5％

ほどになる。それから一般職の給与を見ますと、

大時で26億7,900万円、それが22年度の予算、

これ予算で見ますと20億円ほどになります。６

億7,700万円の減少というふうなことで、これ

また25％ほど、このように量の改革の成果が顕

著にあらわれてきております。 

 そこで財政課長と総務課長にそれぞれお聞き

したいと思いますが、類似団体とこれまた比較

していただいて、市債残高、職員数、それから

一般職の給与の総額、この３点についてどのよ

うになっているか、お聞かせいただければとい

うふうに思います。類似団体幅ありますから、

できれば近いところの３万人から３万5,000人

くらいの幅でわかれば教えていただきたいなと。 

○髙橋孝夫委員長 平 英一財政課長。 

○平 英一財政課長 お答えいたします。私から

は起債残高についてお答えさせていただきます。 

 まず、類似団体でございますが、昨年88団体

ということでありましたが、その後、合併など

もございましたと思うんですが、90団体になっ

てございます。そのうち起債残高で申し上げま

すと、額の少ない方からは12番目でございます。

その中でも長井市と人口の似たような団体では

６つほどございます。北海道の根室市、それか

ら岩手の遠野市、それから長井市、それから栃

木県の那須烏山市、石川県の珠洲市、それから

静岡県の牧之原市ということでございますが、

起債残高は一番小さいところで120億円ぐらい

です。長井市はその２番目に小さい。一番小さ

いのが栃木県那須烏山市の120億4,600万円、そ

の次が長井市の120億4,700万円ということでご

ざいます。 

 それから類似団体ですけれども、１人当たり

の起債残高を示した数字がございます。20年度

の類似団体比較になりますが、長井では１人当

たり地方債現在高が40万3,128円でございます

が、類似団体全体でですと55万3,350円と、こ

のような数値が出ております。以上です。 

○髙橋孝夫委員長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 私へのご質問は職員数の関

係でございます。 

 まず初めにお断りしておきたいと思いますが、

類似団体との比較、これにつきましては長井市

の職員総数というわけにはいきません。置賜病

院組合あるいは西置賜行政組合など一部事務組

合の派遣職員、それから上下水道、国保、介護

保険など公営企業等会計分、これらを除いた、

いわゆる普通会計のベースのところで比較とい

うことになります。 

 21年４月１日現在でございますが、先ほど委

員からご指摘ありましたように総数は295名で
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ございますけども、ただいま申し上げた人数を

精査いたしますと、いわゆる比較の対象といた

しましては、長井市の普通会計職員数は220名

でございます。対しまして類似団体でございま

すが、こちらの方は単純値と修正値ということ

で、ちょっと２つ比べる要素がございます。大

まかなところで比較をということであれば単純

値の方になるんですが、こちらの方の数値を申

し上げますと、長井市の220名に対して類似団

体は293名、その差は73名という非常に大きな

数字なわけでございますが、実はここには消防

部門ですとか、あるいは委託している場合、そ

ういった部分のところが全く加味されないで入

っておりますので、そういった部分のところを

修正した、いわゆる職員の配置もあるところだ

けを小部門、中部門で分類いたしますと、その

積み上げで申し上げますと、修正値については

長井市の220名に対して類似団体は241名という

ことになります。21名類似団体よりも長井市の

方が職員が少ない体制で行政運営を行っている

ということでございます。 

 それから人口１万人当たりの職員数というこ

とで、ちょっと申し上げてみたいと思います。

長井市につきましては220名を、住民基本台帳

人口21年３月31日現在でございますが、約３万

で割り返しますと73.62人が長井市の１万人当

たりの職員数でございます。この数値でござい

ますが、先ほど申し上げました類似団体90団体

中、少ない方から全国で９番目の数字でござい

ます。寒河江市さん、東根市さんは４位、５位

ということで山形県が10位のランキングのとこ

ろに長井も含めて３市入ってるんですが、非常

に全国的に比べても少ない人数で対応している

ということが言えるかと思います。 

 それから 後になりますが、職員給の関係で

申し上げます、人件費の方でございますけども。

先ほど財政課長からも１人当たりの話ありまし

たが、財政課からちょうだいいたしました20年

度決算統計の類似団体のカードをちょっと参考

にさせていただきました。20年度の長井市の普

通会計の職員給13億8,500万円ほどでございま

す。これを人口で割り返しますと、１人当たり

４万6,366円ということで、対します類似団体

が５万5,896円でございます。約9,530円、率で

17％、長井市の方が類似団体よりも低いという

ような状況でございます。以上でございます。 

○髙橋孝夫委員長 ７番、佐々木謙二委員。 

○７番 佐々木謙二委員 ただいま財政課長、総

務課長に答弁いただきましたとおり、量の改革

についてはけがの功名といいますか、行財政の

再建を、財政再建をしていかなければならない

ということが背景にあって、今こういう量の改

革の成果が出てるんだなというふうなことを改

めて実感させていただいております。 

 次に、職員の定員適正化計画は当然目標は達

成したと言われておりますし、先ほどの説明で

相当量的な面で改善をされたと、これはわかり

ました。職員の構成割合と、それから管理職、

課長と主幹、何名おられるか、その部分、簡単

にお知らせいただきたい。 

○髙橋孝夫委員長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 お答えいたします。 

 22年度の管理職で申し上げますと、課長職28

名、それから主幹が13名でございます。合わせ

て41名の管理職でございます。21年度、前年度

を比較いたしますと……。 

（「それでいい」の声あり） 

○飯澤常雄総務課長 以上でございます。 

○髙橋孝夫委員長 ７番、佐々木謙二委員。 

○７番 佐々木謙二委員 今、管理職の内訳をお

聞きしましたけれども、職員が少なくなってる

わけですから、この職員の皆さんには、有能な

職員ばっかりでありますので、ぜひマンパワー

をこれから有効に活用していかなければならな

いというふうに思いますので、これは後で関連

してお聞きをしていきます。 
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 その前に時間外勤務をなくすためにというふ

うなことで、まずお聞きをしたいと思いますけ

れども、21年度の時間外勤務の状況、これ総

務・文教常任委員会の方に提出された資料を見

ますと２万8,161時間、5,846万4,000円となっ

ておりまして、決して小さくない数字でありま

す。 

 それで主幹の管理職、今13人おられると。そ

れから課長が28名でしたわけでありますけれど

も、今の体制を例えば民生部門、それから管理

部門、産業部門、それから建設部門ということ

でそれぞれに一つの大きく枠をくくってグルー

プ分けをすると。そして、そこに主幹という

方々をもう少し生かしたらいいんじゃないかと

いうふうに思ってるんです。 

 その主幹の配置をしていただいて、そのグル

ープごとに相互に業務を調整するという機能を

持たせる。以前に調整主幹というのを置いたこ

とがあるんですが、そういうことをすることに

よって時間外を減らすことができないか。ある

いはそのことをやることによりまして、同僚や

仲間意識の向上にもなりますし、経験豊富な職

員の能力を生かすことができるというふうに思

います。また、その協力する意識づくり、協調

性を高めることによりまして、職員個々の精神

的な負担も解消できるのではないかと。これま

で不幸にしていろんな事故がございました。そ

ういったことにもある面で対応できるのではな

いかなと、そういう相互に協力する体制をつく

ることによって時間外をなくす、減らす。そし

て、その代替休暇を取りやすくする。そのグル

ープの中で調整することによってとりやすくす

ると、そういった組織体制ができないかなと。

それが「時間外ゼロの自治体を目指す」という

ふうなことでできないものかと、努力してほし

い。これが一つの質の改革にもなるんじゃない

かというふうに思いますので、市長にお聞きを

したいと思います。 

○髙橋孝夫委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 佐々木委員のただいまのご指摘、

ご提案あった件でございますけども、おっしゃ

いますように、やはり横の連携をとりながら、

いわゆる大課制にして、例えばどこかの課は忙

しい時期が集中すると。年がら年じゅうじゃな

いけども、それに合わせてある程度職員を配置

しなけりゃならないという事情があると。ただ

関連して全く違う課なんですけども、そこも忙

しい時期があるんですが、そこの課とはダブら

ないと、そういった場合に横の連携あるいは協

力体制をとることによって、より少ない人数で

効率的に時間外を減らすというようなことは当

然考えられることでございますが、やはりそれ

だけの管理能力を、残念ながら私も含めて私ど

も三役がちょっと足りないのかなというふうに

思ってますし、その調整を主幹にしていただく

というのはなかなか荷が重いというのかなとい

うふうに思っております。 

 ことしから部門別の会議ということを改めて

やったところでございます。市の中では今、庁

議、それから課長・主幹会議と２つでございま

したけども、庁議は 終的に41名の管理職がお

りますので、その中でのいろんな意思疎通を図

るのは難しいということで、その中からある程

度８名、９名で、三役も含めて、 終的な意思

決定として庁議を行ってますが、やっぱり必要

なのは例えば産業・建設部門とか、あるいは文

教部門、あるいは総務部門とか厚生部門とか、

ただそれだけには限らないんですが、そこの横

の連絡もなかなかうまくいってないというふう

に思っておりましたので、ことしから部門別会

議を３カ月に１回ですけども、やろうというふ

うにやってまして、それだけでも随分、共通認

識をその部門会議のメンバーは持つことができ

たなというふうに思っております。本来であれ

ば……。 

（「余り長くなく」の声あり） 
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○内谷重治市長 はい、わかりました。そんなこ

とで、おっしゃることよくわかるんですが、残

念ながら今の段階ではし切れていないと、ただ

課題としては認識しております。 

○髙橋孝夫委員長 ７番、佐々木謙二委員。 

○７番 佐々木謙二委員 私は、大課制っていう

のはあんまりいい感じはしてないんですね。そ

れよりも、やっぱり部門別会議っていうのをや

っているということなんで、これ、やっぱり私

の考え方と似てるんだなというふうに思ったん

ですが、その部門別会議っていうのをやっぱり

もう少し充実していったらいいんじゃないかと。

それで３カ月に１回なんてだめですよ、それは。

毎週１回やるぐらいじゃないと、そうでなけれ

ば、横の連携なんてとれませんよ。ですから余

り効果が出てないんだと思いますよ。もう少し

濃密的にやって、そしてお互いに協力できる体

制、そして精神的に負担を受けないような業務

の体制をつくってやるというのが上司の務めだ

というふうに思いますし、13名の主幹いっぱい

いるんですから、そういうところに有効に使い

なさいよ。そうすべきですよ。そこにきちっと

責任を預けないからだめなんですよ。責任をと

っていただくような体制をつくってやるという

ことが私は大事なことだというふうに思います。

ぜひ充実したものにしていただくようにお願い

しておきます。 

 それから４点目に入りますが、エアコン設置

についてなんですけれども、これは山新さんと

読売新聞に、私は２社しかとってませんので、

２紙に記事出されました。山新さんの方は重々

承知してますので、余りそんなに大きく取り上

げたわけではないんですが、読売新聞さんが、

普通、議会のことなんか記事に出さないんです

けれども、記事にしておりまして、市長の答弁

内容をそのまま記事にされております。そして

「公務能力を高めるために検討する」というふ

うなことが記事に載っています。恐らくそうい

う事業所がこの節あるのかなというふうな思い

があって読売新聞社の方でも記事にしたんだと

思いますけれども、そういうことであんまり取

り上げられないんで、もう少しいい方向で取り

上げられるようにしていくべきだなと思います

し、今この猛暑が続いているのはラニーニャ現

象っていう気象現象によるというふうに言われ

ております。エルニーニョ現象が2005年のころ

から今日まで続いてきたと。これは暖冬の兆候

だというふうに言われてきましたんですが、こ

れが逆になるというようなことで、四、五年ま

た今度は暑い夏が来るのかなと思いますので、

ぜひエアコンの設置については、やっぱり質の

改革というふうな面では、そして特にこの職員

が少なくなってるわけですから、そのマンパワ

ーを生かすっていうのは大事なことなんですよ。

大事な財産をたった6,000万円で生かせないん

では困るなというふうに思います。だから、先

ほど、時間外ゼロの町を目指したらいいんじゃ

ないかというのは、大体エアコンの金額と合致

したもんですから、この関連でちょっとお聞き

をしたわけでありますが、そういう努力をして、

内部努力をしながら職員の組合の方とも職員の

皆さんの意見も聞いて、そしてできるだけ早い

機会にエアコンは設置してやるべきだというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。 

○髙橋孝夫委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 佐々木委員からご指摘いただき

ましたように、ご提案いただきましたようにぜ

ひともこれからは量から質の転換ということで、

職場環境もその一つだというふうに思っており

ます。来年のエアコン、これによって逆にボイ

ラーが必要なくなるとか、あるいはコスト的に

も重油から電気ということで、むしろ経費の方

が少なくなるような試算もありますので、ぜひ

前向きに検討してまいりたいと思います。あり

がとうございました。 

○髙橋孝夫委員長 ここで暫時休憩いたします。 
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 再開は午後３時20分といたします。 

 

 

   午後 ２時５７分 休憩 

   午後 ３時２０分 再開 

 

 

○髙橋孝夫委員長 休憩前に復し、会議を再開い

たします。 

 ７番、佐々木謙二委員。 

○７番 佐々木謙二委員 初に確認しますけれ

ども、時間何時までよろしいんでしょうか。 

（「あと27分24秒です」の声あり） 

○髙橋孝夫委員長 だそうです。 

○７番 佐々木謙二委員 それでは、通告してお

ります５点目の税外徴収金対策についてという

ふうなことでお伺いしたいと思いますが、これ

につきましては、先ほど来、税のスペシャリス

トの蒲生委員が細部にわたって聞いております

ので、私は大ざっぱにさせていただきたいと思

いますが、税務概要でトップになってきた経緯

については先ほど来ありましたので、経過につ

いては省略しますが、結果についてはすばらし

い結果、成績をおさめてるなっていうことにつ

いては高く評価したいと思いますけれども、そ

の中で監査委員の意見書ございますが、その要

因となっているのが個人住民税の特別徴収切り

かえのための事業所訪問、34事業所の実施、そ

して８事業所の切りかえ実績があったというこ

とが一つ、それから緊急雇用創出事業の補助金

を活用した納付督励事業を実施したこと、それ

からインターネット公売への参加が寄与したの

ではないかと、このように言われておりますが、

その結果、滞納繰り越し分の換価金額が2,847

万円というようなことで、これまでと比べます

と大変大きな金額になっているようでございま

す。公平公正の原則からいきますと大変よかっ

たなとは思いますが、滞納繰り越し分の方がや

っぱり若干問題ありますので、今後は蒲生委員

と議論としたようなことについては十分対応し

てもらわなければならないなというふうに思い

ます。努力すればやっぱり結果が出るなという

ふうなこともあると思います。 

 ですが、反面、税の方は徴収率が上がってま

すけれども、税外徴収金の方の状況では特にこ

の児童福祉費の負担金、それから使用料の未済

額というものが年々これ、増加の傾向になって

いるというふうなことで合計で1,579万5,000円

となっています。これは非常に大きな課題では

ないかなというふうに思っているんですが、そ

の要因と状況について税務課長に聞きたいわけ

でありますが、時間の関係もありますので、も

う１点お聞きし、一緒に答弁願いたいと思いま

す。 

 その税の収納については、この担当が税務課、

税外徴収金の負担金とか使用料、これは、その

負担が発生する場所っていうのは所管課はある

わけですけれども、福祉事務所とか、それから

住宅使用料については建設課になるわけで、住

宅使用料の場合は建設課が徴収してるんですか。

ああ、そうですか。いずれにしてもその使用料、

負担金の徴収業務については税務課の方でやっ

てるわけですね。結果的に税の方の徴収が優先

してしまって、この税外徴収金の使用料、負担

金の方が後回しになってしまっているのではな

いかなと。そのために収納率は伸びていますけ

れども、この税外徴収金だけは毎年積み増しに

なってしまってると。その悪い面からの相関に

なっているんじゃないかなというふうに思いま

すが、その２点について、あんまり長くならな

いようにしてお願いしたいと思います。 

○髙橋孝夫委員長 松木英司税務課長。 

○松木英司税務課長 お答えいたします。 

 長くならないようにということでございます

ので、一応この滞納についての全貌についてち

ょっとだけ触れさせていただきたいんですが、



 

―１６９― 

＋

市の歳入におきます公金の数っていうのは数え

切れないほどあるわけでございますが、滞納が

発生している公金は19種類でございます。税金

が６種類、税外収入金が13種類で６億円近い滞

納になっておるというふうなことでございます。

税は当然収納係で、税務課で受け持っておりま

すし、介護保険料から霊園管理料まで６税外収

入金については税務課で受け持っております。

そのほか７税外金については建設課、農林課、

福祉事務所、上下水道課というふうなことにな

ってございます。 

 ご質問のことでございますが、先ほど税だけ

で2,718人の延べ人数の未納者がおるというふ

うに申し上げましたが、ここに後期高齢とか介

護保険とか児童福祉負担金、学童クラブ、霊園

管理料と、こういう方々の未納の人数を入れま

すと、またえらい人数になるわけでございまし

て、とても手が回らない部分があるというふう

なことがまず一つございます。それから何とい

いましても市の歳入の大きな部分を占めます一

般市税、それから国民健康保険税をどうしても

優先せざるを得ないというふうなこともありま

して、税外収入の収納率の伸びが悪いといいま

すか、滞繰りが減っていかないというふうな状

況になっているというふうなことでございます。 

○髙橋孝夫委員長 ７番、佐々木謙二委員。 

○７番 佐々木謙二委員 税の方がやっぱり優先

するんだと思いますね。やっぱりそういうこと

で使用料、負担金というのは後回しになってし

まうと。じゃあ、それでいいのかと思うんです

よ。そうであってはいけないんです、やっぱり

公平の負担はしてもらわなければいけませんか

ら。だとすれば、やっぱりそういう体制をとっ

ていくというふうなことが大事なことでないか

なというふうに思うんです。これについては、

後でまた触れたいと思います。組織機構の体制

の問題で触れさせていただきたいと思いますが、

そこでお聞きしたいと思います。 

 それからもう１点、税務課長にお聞きします

けれども、税を滞納した場合は不動産等の差し

押さえ、それから法に基づいた処分というもの

ができるわけですけれども、換価処分ですね。

そして滞納者が所在不明とか滞納処分する物件

がないとか、生活困窮、時効消滅等によって不

納欠損という方法で税法上で処理できるという

ふうになってるわけでありますけれども、税外

徴収金の場合はどうなるんでしょうか。税法が

適用されるのかどうかっていうのがわかんない

もんですから、ちょっとお伺いします。 

○髙橋孝夫委員長 松木英司税務課長。 

○松木英司税務課長 お答えいたします。 

 それぞれに時効期間の設定がございますので、

地方税法第18条の５年間の時効の部分、こうい

うふうなものに税外金も５年ではないものもあ

りますが、時効というふうな処理をせざるを得

ないものもございます。それから水道使用料と

か住宅使用料については滞納処分が保育料など

と違ってできないと。もし水道使用料、それか

ら住宅使用料について滞納処分をやろうとしま

すと、裁判所の力をおかりしなければならない

と、こういうふうなものとに分かれます。時効

については今、私、大分ほとんどの項目につい

て、その期間については調べたものを持ってご

ざいますが、時効はおのおのあります。それか

ら裁判所の力をかりないとできない税外収入も

ございます。税と同じように滞納処分できるも

のもございます。以上でございます。 

○髙橋孝夫委員長 ７番、佐々木謙二委員。 

○７番 佐々木謙二委員 使用料、負担金の関係、

この時効が適用されるということですね。そう

なりますと、なおさら問題ですよ。この使用料、

負担金が税の方が優先して後回しになっていく

ことになって、そして時効が成立してしまうな

んていうことになったら、とんでもない話だと

思いますよ。そして子供たちが今度卒業してし

まうと、なおさら取れなくなると。今度、担当



 

―１７０― 

＋ 

＋

＋

＋

課は手離れてしまうわけですし、例えば保育園

の保育料とかそういうものの場合には、やっぱ

り福祉事務所が担当してるうちにいただかない

と、これ大変なことになる。後で時効になって

から、卒園してからなんてことになったら、後

の祭りだと思います。そういうことで、これは

やっぱりそこで担当している課で責任を持って

徴収するというような方法を、それがいいのか

どうか私はわかりませんけれども、徴収方法と

いうものを変えていかないと、これは大変な問

題が残っていってしまうのではないかなという

ふうに思いますので、そこは聞きはしませんが、

検討していただきたいと思います。 

 次に、６点目の予定価格の公表についてお聞

きしたいと思います。監査委員の意見書、これ

も引用させていただきますが、「近年、入札改

革が叫ばれて公共工事での一般競争入札や予定

価格の事前公表などが導入されているが、さら

に検討を進められて、より効果的な入札制度の

取り組みを期待する」というふうにされており

ます。私は、この予定価格を公表するというこ

とについては「長井市建設工事条件付き一般競

争入札実施要綱」によって指定されて運用され

ているようでありますけれども、予定価格の公

表についてはいかがかなというふうな思いが、

疑問もちょっとあったもんですから、お聞きし

たいわけでありますけれども、どうしてもこの

高値安定になってしまわないかなというふうな

危惧があったもんですから、その制度の導入背

景というのは何があったのか、お聞かせいただ

きたいなと、これは財政課長ですか。できるだ

け簡潔にこれ、お願いします。 

○髙橋孝夫委員長 平 英一財政課長。 

○平 英一財政課長 お答えいたします。 

 今250万円以上の建設工事の入札につきまし

ては、条件つき一般競争入札を採用して事前に

予定価格を公表して入札を行っているわけでご

ざいます。予定価格の公表をすることによって

どのような効果があるのかと、背景はどうなっ

ているのかということでございますが、まず予

定価格を公表することによって関係職員等の関

与がなくなると、公明正大に行われるというの

が一番大きな効果かと思っております。今、長

井市で平成21年度250万円以上の建設工事の入

札は63件ほどございました。その中で全体で申

し上げますと95.5％が落札率でございます。低

過ぎもなく高過ぎもなくと私は見ております。

以上です。 

○髙橋孝夫委員長 ７番、佐々木謙二委員。 

○７番 佐々木謙二委員 不正の排除が背景にあ

るんだということですね。それから落札率は

95.5％ですか、従来まで指名競争入札をやって

おりましたけども、それと比較してみてはどう

でしょうか。 

○髙橋孝夫委員長 平 英一財政課長。 

○平 英一財政課長 お答えいたします。 

 ただいま申し上げました63件のうち、８件ほ

どは指名競争入札を行っております。指名競争

入札でやった理由は、施工上特殊な専門的な技

術が必要とするものなどが主な理由でございま

すけれども、この指名競争入札を行ったときの

落札率は94.4％です。 

○髙橋孝夫委員長 ７番、佐々木謙二委員。 

○７番 佐々木謙二委員 そうしますと、従来ま

でやっておった指名競争入札と比較はちょっと

できないのかもしれませんけども、若干高目に

なっておるというふうなとらえ方で、受けとめ

方でよろしいということですね。でも、そう大

差はないのかなというふうな感じいたしますが、

私としては本当は高値安定してしまっては困る

なというふうなことで心配して、どうでしょう

かというふうに思っておったんです。ですが、

そう大きな影響はないということでありますが、

今、これと反対に、建設業界、非常に経営、今、

大変公共事業が減ってきてるもんですから厳し

い環境にあると言われています。そして建設業
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の方は減ってないけれども、仕事の方が減って

るということなもんですから非常に厳しいと。

そういうことで金融機関の融資等を受ける場合

もその実績などが非常に加味されてくるという

ふうなこともありまして、低入札価格で落札す

るという問題が出てきておって、逆にそのこと

が品質の低下になったり、あるいはその建設事

業所の従業員の雇用の待遇が低下する。 悪倒

産というふうなこともあるというふうに言われ

ておりますので、非常にそういうことはちょっ

と状況の中ではうかがえなかったんですけれど

も、そういうことが今、心配されてる状況もあ

りますので、注意っていうか注視して見ていっ

ていただきたいもんだなとそういう点は。そし

て、業界の健全な経営をしていただけるように

していってもらわないと、これはまた雇用にも

大きく影響してきますので、その辺をしっかり

経営指導っていいますか、その方法についても

しっかり指導していただきたいなと。 

 特に感じたのはことしだったんですけど、第

３校舎の耐震の工事で電気工事関係、あの入札

は何も法的に問題はなかったのかもしれません

が、結果は私は 悪だと思っています。随契に

劣る結果だったということを考えて、非常に

100％に近いああいう状態が時々出たんでは、

ちょっとうまくないんじゃないかなというふう

なこともありましたので、伺ったところでござ

いますので、よろしくご指導お願いしたいとい

うふうに思います。 

 後になりますけれども、長井市組織機構の

あり方についてというようなことで伺いたいと

思います。 

 長井市が将来に向けて活力のある元気なまち

づくりを進めると、目指すというのは当然なわ

けですけれども、それには人口対策に尽きるん

じゃないかなというふうに私は思っております。

そのためにいろんな方々からいろんな提言、提

案なされております。 

 １つは、やっぱり産業振興、雇用、若い人の

生活の条件として も重要なわけでありますの

で、この振興策については力を入れていかなけ

ればならないんじゃないかなというふうに思っ

ています。そして市長自身も産業振興対策、雇

用対策が非常におくれてると、長井市は、そう

実感されておられるようでありますので、ここ

に力を入れなければならないんじゃないかと。 

 それからもう一つ、２つ目は社会教育、それ

からスポーツ交流の環境整備、これも若い人を

定着させるためには大事なことじゃないかなと

いうふうに思っております。特に若い人方が長

井に住みたい、住んでよかった、住んで楽しい

とこういう施策をやっぱり充実してもらわない

と、定着しないんじゃないかなというふうに思

っています。今、文部科学省の方でスポーツ立

国戦略の原案というものが出されておりまして、

低迷する若者のスポーツの実施率のアップを図

るスポーツ婚活と、スポーツ振興と少子化対策、

両面の効果をねらってこの原案を今つくってる

というふうに言われているようでございます。

これも大事なことだというふうに思いますので、

後で教育長にお伺いしたいなと思っております。 

 それから３つ目は子育て環境の整備、この支

援の充実がこれからのやっぱり、ただいま申し

上げた３点が三本柱として大事なことでないか

なというふうなことでございます。これらの施

策を実践するのはやっぱり行政職の職員のマン

パワーをうまく使っていかなければならないい

うことだと思うんです。 

 本来、行財政改革っていうのは、とかく管理

職を少なくして行政コストを下げるんだという

ふうに言われているわけなんですけれども、し

かし、この行革っていうのは新たな発想で、ま

た新たな視点に立って、そして市民や地域社会

が求める財政運営のあり方に変えていくいうこ

とが大事なことではないかと。これが監査委員

が言っている「質の改革」なのではないかなと
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いうふうに思ってるんです。幸い長井市には先

ほど来お聞きしましたように管理職が主幹を含

めてたくさんおられるわけであります。しかし、

この主幹の職責というのは、ちょっと私は何か

あいまいだなというふうに思ってるもんですか

ら、課長との業務の役割分担あるいは予算の執

行の関係とか、それから部下職員とのかかわり

とかっていろんな面を見ますと、非常にあんま

りはっきりしないっていいますか、もったいな

いなっていうような感じがしております。せっ

かくの管理職でありますから、大いにこの能力

発揮してもらいたいというようなことでござい

ます。 

 そのためには、責任持つポストを与えなけれ

ば、やっぱりその能力を生かせないんでないか

ということなんです。私の提案については、逆

転の発想になるかもしれませんけれども、管理

職のマンパワーを生かすべきだという考えでご

ざいます。そして社会的に求められている業務

を点検して、組織の見直しを検討する。そして、

いっぱいどうせ管理職がいるんだから、業務を

むしろ縮小して、そして一人一人の管理職が仕

事の実績をきちっと出せるようにしてやったら、

生かせるんじゃないかなというふうに思ってる

んです。これが私は質の改革、市民サービスの

充実につながっていくんだというふうに思いま

す。 

 具体的に申し上げたいと思いますが、産業振

興、一つ 初から取り上げました。これは、

「産業振興と観光事業と両方大事だ大事だ」っ

て常に市長は言ってますね。これはそうだとす

るならば、きちっとそれぞれ役割分担してやれ

るような体制にすべきでないか、役割分担すべ

きでないか。そしてそこで実績や実を上げても

らうと、そのことが人口問題に直に結びつく問

題でないかというふうに思っております。 

 それから２つ目は、先ほど来申し上げている

ように社会教育の充実です。そのことでやっぱ

り若者の定着を目指すべきだ、婚活まで結びつ

けていくべきだ、そして子育てまで結びつけて

いくべきだというふうに思うんです。子育ての

充実につきましても、これは絶対に力入れてい

かなければならない部分でありますけれども、

これ、福祉行政と子育て行政をやっぱり別に充

実していいんじゃないかと。これ、社会的に今

求められている部分なんです。そういうことで

ございます。それから税の賦課業務、これも徴

収と賦課と分けたらいいんじゃないかなど、い

っぱいありますが、そういうことで行政内部の

見直しについて 後に市長の考え方を、その前

に教育長に聞いて、 後に市長にお聞きして終

わります。 

○髙橋孝夫委員長 大滝昌利教育長、簡潔にお願

いします。 

○大滝昌利教育長 お答えをします。 

 スポーツ交流の充実を通して婚活まで結びつ

けるというようなことについてだけ、お答えを

したいというふうに思いますが、今、長井市の

方で今年度、生涯スポーツ課を新設しまして市

民一人１スポーツの充実に努めていますが、十

二、三の市民スポーツ大会を行っています。で

も、ほとんど青年層の参加はありません。あと

６種目ぐらいのスポーツ教室もやってるんです

が、これも40代、50代、60代の方で、ほとんど

青年層が集まらないという状況の中ですが、

佐々木委員のご指摘にもありますように若い人

が参加できるような交流の場という、そういう

視点からの事業の見直しというのは、ぜひ関係

課とも連携をしながら検討してまいりたいとい

うふうに思います。 

○髙橋孝夫委員長 内谷重治市長、簡潔にお願い

をします。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 やはり今の長井市の大きな課題ということを

まず前提に考えますと、必ずしも今の組織が市

役所、ずっといろいろ組織改革してるわけです
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が、ここ10年、20年は同じような体制できたと

思ってますが、それが必ずしも市民の負託にこ

たえられるような体制にはなってないんじゃな

いかと。特に佐々木委員からありました産業振

興と観光交流、これは本当に一つの課でできる

ような内容ではないと。ですから、こういった

ところも職員の資質の向上と、それから管理職

の能力を生かすという意味でぜひ検討していか

なきゃいけない課題というふうに思ってますし、

あと私の方からは雇用とか、あるいは子育て、

医療・福祉・介護、こういったいろんなテーマ

について、 近ですとエコノミーガーデニング

とかっていう言葉があるんですね。地元の企業

をどういうふうに生かして雇用につなげるかと

いう視点が企業誘致よりも優先しなきゃいけな

いと、そのように思っておりまして、いろいろ

ぜひ検討してまいりたいと思います。ありがと

うございました。 

○髙橋孝夫委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 

 これより細部審査に入ります。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いをいたします。 

 

 

 認第１号 平成２１年度長井市歳入 

 歳出決算認定についての質疑 

 

 

○髙橋孝夫委員長 それでは、認第１号 平成21

年度長井市歳入歳出決算認定についての一般会

計の歳入から順次質疑を行います。 

 まず、認第１号の一般会計の歳入部分につい

て質疑を行います。事項別明細書の32ページか

ら83ページまでであります。ご質疑ございませ

んか。 

 ８番、安部 隆委員。 

○８番 安部 隆委員 福祉事務所長にお尋ねし

ます。 

 ページ数で39ページ、児童福祉費負担金でご

ざいますけども、調定額が１億4,347万9,940円

に対しまして収入済額が１億3,037万円、そし

て収入未済額が1,257万円ということで非常に

大きな収入未済額がここに計上されているので

はないかと。先ほど来から総括質疑で言われて

いるように収納率というような問題では、やは

りここも相当なものではないかというふうに思

います。次の児童センター使用料も同じであり

ます。そして一方では、認可保育園の運営費と

いうようなことで３億7,000万円ほどの負担金

というようなことで支出をしているわけですけ

ども、この未納につきましては、これまでも幾

度となくこの決算委員会、その他で質疑をして

きましたが、やはり潜在的な一つの問題がある

のではないかと。なかなかこの実が上がってこ

ないと、収納率の責務の中でその実が上がって

こないというようなことは、どうもその組織の

中の潜在的な問題点があるのではないかなとい

うふうに私は思うのでありますけれども、その

辺については福祉事務所長並びに市長はどのよ

うにお考えになられているのか、お聞かせをい

ただきたいというふうに思います。 

○髙橋孝夫委員長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 お答えをさせていただ

きます。 

 児童福祉費負担金あるいは児童福祉費の使用

料というところでは収入未済額がかなりという

か、ございまして、割合にすれば8.7％、調定

額に対してあるわけでございます。この原因を

私なりに考えてみますと、福祉事務所では直接

徴収にということにはなっていなかったわけで

ございます。お聞きすれば、長井市全体で徴収

に行ったときには福祉事務所も参加をしていた

ようでございますけれども、体制が変わった以

降は行ってないというふうなことでございます。 

 その未納の方の状況というふうに見ますと、


